
真
の
地
方
分
権
改
革
の
確
実
な
実
現

を
求
め
る
意
見
書
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「
三
位
一
体
の
改
革
」
は
、
小
泉
内

閣
総
理
大
臣
が
進
め
る
「
国
か
ら
地
方

へ
」
の
構
造
改
革
の
最
大
の
柱
で
あ
り
、

全
国
一
律
・
画
一
的
な
施
策
を
転
換

し
、
地
方
の
自
由
度
を
高
め
、
効
率
的

な
行
財
政
運
営
を
確
立
す
る
こ
と
に
あ

る
。
地
方
六
団
体
は
、
平
成
18
年
度
ま

で
の
第
１
期
改
革
に
お
い
て
、
３
兆
円

の
税
源
移
譲
を
確
実
に
実
施
す
る
た

め
、
昨
年
の
３．
２
兆
円
の
国
庫
補
助

負
担
金
改
革
案
の
提
出
に
続
き
、
政
府

か
ら
の
再
度
の
要
請
に
よ
り
、
去
る
７

月
20
日
に
残
り
６，
０
０
０
億
円
の
確

実
な
税
源
移
譲
を
目
指
し
て
、「
国
庫

補
助
負
担
金
等
に
関
す
る
改
革
案

（
２
）」
を
取
り
ま
と
め
、
改
め
て
小
泉

内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

政
府
・
与
党
に
お
い
て
は
、
去
る
11

月
30
日
、「
三
位
一
体
の
改
革
に
つ
い

て
」
決
定
さ
れ
、
地
方
へ
の
３
兆
円
の

税
源
移
譲
、
施
設
整
備
費
国
庫
補
助
負

担
金
の
一
部
に
つ
い
て
税
源
移
譲
の
対

象
と
さ
れ
、
ま
た
、
生
活
保
護
費
負
担

金
の
地
方
へ
の
負
担
転
嫁
を
行
わ
な
か

っ
た
こ
と
は
評
価
す
る
も
の
で
あ
る

が
、「
地
方
の
改
革
案
」
に
な
か
っ
た

児
童
扶
養
手
当
や
児
童
手
当
、
義
務
教

育
費
国
庫
負
担
金
の
負
担
率
の
引
き
下

げ
な
ど
、
真
の
地
方
分
権
改
革
の
理
念

に
沿
わ
な
い
内
容
や
課
題
も
多
く
含
ま

れ
、
今
後
、「
真
の
地
方
分
権
改
革
の

確
実
な
実
現
」
に
向
け
、「
地
方
の
改

革
案
」
に
沿
っ
て
平
成
19
年
度
以
降
も

「
第
２
期
改
革
」
と
し
て
、
更
な
る
改

革
を
強
力
に
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
平
成
18

年
度
の
地
方
税
財
政
対
策
に
お
い
て
、

真
の
地
方
分
権
改
革
を
実
現
す
る
よ

う
、
下
記
事
項
の
実
現
を
強
く
求
め
る
。

記

１．

地
方
交
付
税
の
所
要
総
額
の
確
保

平
成
18
年
度
の
地
方
交
付
税
に
つ
い

て
は
、「
基
本
方
針
２
０
０
５
」
の
閣

議
決
定
を
踏
ま
え
、
地
方
公
共
団
体
の

安
定
的
財
政
運
営
に
支
障
を
来
た
す
こ

議
員
提
出
議
案
の
意
見
書
２
件
を
可
決

し
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
政
府
関
係
機

関
に
送
付
し
ま
し
た
。

決
算
収
支
の
状
況
は
、
歳
入
歳
出
差

引
額
２
億
４
８
７
万
円
の
黒
字
決
算
と

な
っ
て
い
ま
す
。
単
年
度
収
支
は
、
前

年
度
実
質
収
支
９，
７
７
０
万
円
を
差

し
引
い
た
１
億
７
１
７
万
円
の
黒
字
と

な
っ
て
い
ま
す
。

被
保
険
者
数
は
、
３
４
８
人
増
で
２

９，
２
０
９
人
に
な
り
、
人
口
に
占
め

る
割
合
は
32．
９
％
で
す
。

◆
老
人
保
健
事
業

（
歳
入
・
歳
出
）

75
億
89
万
円

医
療
受
給
者
数
は
、
前
年
度
に
比
べ

３
３
６
人
の
減
で
９，
４
９
４
人
に
な

り
、
人
口
に
占
め
る
割
合
は
10．
７
％

で
す
。

◆
介
護
保
険
事
業

（
歳
入
）

40
億
７，
９
７
５
万
円

（
歳
出
）

40
億
７，
８
４
０
万
円

被
保
険
者
数
は
、
前
年
度
に
比
べ
７

４
３
人
の
増
で
４
４，
５
９
２
人
に
な

り
、
人
口
に
占
め
る
割
合
は
50．
２
％

で
す
。
要
介
護
・
要
支
援
認
定
者
は
２，

６
１
０
人
で
す
。

◆
農
業
集
落
排
水
事
業

（
歳
入
）

４
億
９
７
３
万
円

（
歳
出
）

４
億
９
１
９
万
円

（
歳
入
）

３
２
３
億
７，
６
７
０
万
円

（
歳
出
）

３
１
７
億
１，
４
６
０
万
円

と
な
っ
て
い
ま
す
。

１
に
近
い
ほ
ど
財
政
力
が
強
い
と
さ

れ
て
い
る
財
政
力
指
数
は
、
前
年
度
に

比
べ
当
該
年
度
は
０．
０
０
８
上
昇
し
、

０．
５
０
６
で
す
。（
15
年
度
類
似
都
市

平
均
０．
６
５
）

（
問
）
生
活
排
水
対
策
推
進
費
の
生
活

排
水
処
理
施
設
設
置
補
助
金
２
８，
６

５
２
千
円
及
び
合
併
処
理
浄
化
槽
維
持

管
理
費
補
助
金
２
１，
８
３
４
千
円
に

つ
い
て
お
尋
ね
し
た
い
。

（
答
）
設
置
費
の
補
助
が
42
基
分
、
維

持
管
理
の
補
助
が
８
３
６
件
分
と
な
っ

て
い
る
。

◆
国
民
健
康
保
険
事
業

（
歳
入
）

70
億
６，
１
８
５
万
円

（
歳
出
）

68
億
５，
６
９
８
万
円

一
　
般
　
会
　
計 

特
　
別
　
会
　
計 

委
員
会
審
査
報
告
に

対
し
て
の
質
疑

16
年
度
末
現
在
の
水
洗
化
人
口
は

６，
０
３
４
人
に
な
り
、
処
理
区
域
内

人
口
に
対
す
る
水
洗
化
率
は
89．
１
％

で
す
。

◆
簡
易
水
道
事
業

（
歳
入
・
歳
出
）

１
億
６，
１
７
６
万
円

16
年
度
末
現
在
の
給
水
人
口
は
１，

８
４
６
人
に
な
り
、
給
水
区
域
内
人
口

に
対
す
る
普
及
率
は
75．
１
％
と
な
っ

て
い
ま
す
。

平
成
16
年
度
一
般
会
計
・
特
別
会
計
の
決
算
認
定
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と
の
な
い
よ
う
、
地
方
交
付
税
の
所
要

総
額
を
確
保
す
る
こ
と
。

ま
た
、
税
源
移
譲
が
行
わ
れ
て
も
、

税
源
移
譲
額
が
国
庫
補
助
負
担
金
廃
止

に
伴
い
財
源
措
置
す
べ
き
額
に
満
た
な

い
地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
は
、
地
方

交
付
税
の
算
定
等
を
通
じ
て
確
実
に
財

源
措
置
を
行
う
こ
と
。

２．

３
兆
円
規
模
の
確
実
な
税
源
移
譲

３
兆
円
規
模
の
税
源
移
譲
に
当
た
っ

て
は
、
所
得
税
か
ら
個
人
住
民
税
へ
の

10
％
比
例
税
率
化
に
よ
り
実
現
す
る
こ

と
。ま

た
、
個
人
所
得
課
税
全
体
で
実
質

的
な
増
税
と
な
ら
な
い
よ
う
適
切
な
負

担
調
整
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

３．

都
市
税
源
の
充
実
確
保

個
人
住
民
税
は
、
負
担
分
任
の
性
格

を
有
す
る
と
と
も
に
、
福
祉
等
の
対
人

サ
ー
ビ
ス
を
安
定
的
に
支
え
て
い
く
う

え
で
極
め
て
重
要
な
税
で
あ
り
、
市
町

村
へ
の
配
分
割
合
を
高
め
る
こ
と
。

４．

真
の
地
方
分
権
改
革
の
た
め
の

「
第
２
期
改
革
」
の
実
施

政
府
に
お
い
て
は
、「
三
位
一
体
の

改
革
」
を
平
成
18
年
度
ま
で
の
第
１
期

改
革
に
と
ど
め
る
こ
と
な
く
、「
真
の

地
方
分
権
改
革
の
確
実
な
実
現
」
に
向

け
、
平
成
19
年
度
以
降
も
「
第
２
期
改

革
」
と
し
て
「
地
方
の
改
革
案
」
に
沿

っ
た
更
な
る
改
革
を
引
き
続
き
強
力
に

推
進
す
る
こ
と
。

５．

義
務
教
育
費
国
庫
補
助
負
担
金
に

つ
い
て

平
成
17
年
12
月
13
日大

村
市
議
会

﹇
提
出
先
﹈

衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
、
内
閣
総

理
大
臣
、
内
閣
官
房
長
官
、
経
済
財
政

政
策
・
金
融
担
当
大
臣
、
総
務
大
臣
、

財
務
大
臣

地
方
が
創
意
と
工
夫
に
満
ち
た
教
育

行
政
を
展
開
す
る
た
め
、「
地
方
の
改

革
案
」
に
沿
っ
た
税
源
移
譲
を
実
現
す

る
こ
と
。

６．

施
設
整
備
費
国
庫
補
助
負
担
金
に

つ
い
て

施
設
整
備
費
国
庫
補
助
負
担
金
の
一

部
に
つ
い
て
税
源
移
譲
割
合
が
50
％
と

さ
れ
、
税
源
移
譲
の
対
象
と
さ
れ
た
と

こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
地
方
の
裁
量
を
高

め
る
た
め
、「
第
２
期
改
革
」
に
お
い

て
、「
地
方
の
改
革
案
」
に
沿
っ
た
施

設
整
備
費
国
庫
補
助
負
担
金
の
税
源
移

譲
を
実
現
す
る
こ
と
。

７．

法
定
率
分
の
引
き
上
げ
等
の
確
実

な
財
源
措
置

税
源
移
譲
に
伴
う
地
方
財
源
不
足
に

対
す
る
補
て
ん
に
つ
い
て
は
、
地
方
交

付
税
法
の
原
則
に
従
い
、
法
定
率
分
の

引
き
上
げ
で
対
応
す
る
こ
と
。

８．

地
方
財
政
計
画
に
お
け
る
決
算
か

い
離
の
同
時
一
体
的
な
是
正

地
方
財
政
計
画
と
決
算
と
の
か
い
離

に
つ
い
て
は
、
平
成
18
年
度
以
降
に
つ

い
て
も
、
引
き
続
き
、
同
時
一
体
的
に

規
模
是
正
を
行
う
こ
と
。

９．
「
国
と
地
方
の
協
議
の
場
」
の
制

度
化

「
真
の
地
方
分
権
改
革
の
確
実
な
実

現
」
を
推
進
す
る
た
め
、「
国
と
地
方

の
協
議
の
場
」
を
定
期
的
に
開
催
し
、

こ
れ
を
制
度
化
す
る
こ
と
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
定

に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

る
。

記
　

１．

議
会
の
招
集
権
を
議
長
に
付
与
す

る
こ
と
。

２．

地
方
自
治
法
第
96
条
第
２
項
の
法

定
受
託
事
務
に
係
る
制
限
を
廃
止
す
る

な
ど
議
決
権
を
拡
大
す
る
こ
と
。

３．

専
決
処
分
要
件
を
見
直
す
と
と
も

に
、
不
承
認
の
場
合
の
首
長
の
対
応
措

置
を
義
務
付
け
る
こ
と
。

４．

議
会
に
附
属
機
関
の
設
置
を
可
能

と
す
る
こ
と
。

５．

議
会
の
内
部
機
関
の
設
置
を
自
由

化
す
る
こ
と
。

６．

調
査
権
・
監
視
権
を
強
化
す
る
こ

と
。

７．

地
方
自
治
法
第
２
０
３
条
か
ら

「
議
会
の
議
員
」
を
除
き
、
別
途
「
公

選
職
」
と
い
う
新
た
な
分
類
項
目
に
位

置
づ
け
る
と
と
も
に
、
職
務
遂
行
の
対

価
に
つ
い
て
も
こ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
名

称
に
改
め
る
こ
と
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
定

に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
17
年
12
月
20
日

大
村
市
議
会

﹇
提
出
先
﹈

衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
、
内
閣
総

理
大
臣
、
総
務
大
臣

地
方
議
会
制
度
改
革
の
早
期
実
現
に

関
す
る
意
見
書

国
に
お
い
て
は
、
今
般
第
28
次
地
方

制
度
調
査
会
に
お
い
て
「
議
会
の
あ
り

方
」
に
つ
い
て
調
査
・
審
議
が
行
わ
れ

た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
全
国

市
議
会
議
長
会
は
、
先
に
「
地
方
議
会

の
充
実
強
化
」
に
向
け
た
自
己
改
革
へ

の
取
り
組
み
強
化
に
つ
い
て
の
決
意
を

同
調
査
会
に
対
し
表
明
す
る
と
と
も
に
、

必
要
な
制
度
改
正
要
望
を
提
出
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
同
調
査
会
の
答
申

を
見
る
と
、
全
国
市
議
会
議
長
会
を
は

じ
め
と
し
た
三
議
長
会
の
要
望
が
十
分

反
映
さ
れ
な
い
状
況
に
あ
る
。

本
格
的
な
地
方
分
権
時
代
を
迎
え
、

住
民
自
治
の
根
幹
を
な
す
議
会
が
そ
の

期
待
さ
れ
る
役
割
と
責
任
を
果
た
し
て

い
く
た
め
に
は
、
地
方
議
会
制
度
の
改

正
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
現
在
検

討
さ
れ
て
い
る
事
項
を
含
め
、
と
り
わ

け
下
記
の
事
項
に
つ
い
て
、
抜
本
的
な

制
度
改
正
が
行
わ
れ
る
よ
う
強
く
求
め




